
学校における学校給食の実施状況について

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシー
トにて回答を求め、郵送法により
回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
本設問について全体で（回答
25,322校/配布33,893校）
小学校は（15,412 校 /20,677
校）、中学校は（7,199校/9,707
校）、高等学校は（2,686校/3,481
校）、中等教育学校は（25校/28校）
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a　完全給食 b　補食給食 c　ミルク給食 d　給食未実施

東京都小学校給食におけるアレルギー対応児童割合

出典：『東京都における学校給食の実態　平成18（2006）年～平成26（2014）年度版』
東京都教育委員会

調査時期 各年5月

調査方法 調査票配布

調査対象 東京都全公立学校等に配布、その
うち小学校の児童
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 3 学校
小児期～思春期の「食物アレルギー」への対応には、次第に自立する子ども本人に加え、家庭や医療機関、多くの時
間を過ごす学校の間で適切な連携が求められるようになります。ここでは給食、体育、移動教室などを含む学校生活
の中で起きる「食物アレルギー」の実情と対策などについて整理しました。
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食物アレルギー・アナフィラキシーのある児童生徒の学校給食の
対応について、最も多くの児童生徒に行っている対応（小学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における健康管理に関する調査　
事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

平成25（2013）年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高
等学校・中等教育学校
小学校は20,677校に送付、そのうち本設
問に回答した14,254校

学校調査票を作成し、マークシートにて回
答を求め、郵送法により回収

N=14,254

（％）

レベル1（献立表に使用食品等を表示）

レベル2（弁当持参）

レベル3（除去食対応）

レベル4（代替食・特別食対応）

食物アレルギーには対応していない

食物アレルギーの児童生徒はいない

24.6

9.3

37.7

17.5

2.1

8.8

食物アレルギー・アナフィラキシーのある児童生徒の学校給食の
対応について、最も多くの児童生徒に行っている対応（中学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における健康管理に関する調査　
事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

平成25年9月24日～10月25日

全国の公立小学校・中学校・高等学校・中
等教育学校
中学校は9,707校に送付、そのうち本設問
に回答した6,229校

学校調査票を作成し、マークシートにて回
答を求め、郵送法により回収

N=6,229

（％）

レベル1（献立表に使用食品等を表示）

レベル2（弁当持参）

レベル3（除去食対応）

レベル4（代替食・特別食対応）

食物アレルギーには対応していない

食物アレルギーの児童生徒はいない

34.1
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24.1

17.6

7.9

8.5
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食物アレルギー・アナフィラキシーのある児童生徒の学校給食の
対応について、最も多くの児童生徒に行っている対応（高等学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における健康管理に関する調査　
事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 10 20 30 40 50 60

平成25年9月24日～10月25日

全国の公立小学校・中学校・高等学校・中
等教育学校
高等学校は3,481校に送付、そのうち本設
問に回答した700校

学校調査票を作成し、マークシートにて回
答を求め、郵送法により回収

N=700

（％）

レベル1（献立表に使用食品等を表示）

レベル2（弁当持参）

レベル3（除去食対応）

レベル4（代替食・特別食対応）

食物アレルギーには対応していない

食物アレルギーの児童生徒はいない

4.3

8.3

7.1

9.9

54.3

16.1

食物アレルギー・アナフィラキシーのある児童生徒の学校給食の
対応について、最も多くの児童生徒に行っている対応（中等教育学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における健康管理に関する調査　
事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

平成25年9月24日～10月25日

全国の公立小学校・中学校・高等学校・中
等教育学校
中等教育学校は28校に送付、本設問に回
答した17校

学校調査票を作成し、マークシートにて回
答を求め、郵送法により回収

N=17

（％）

レベル1（献立表に使用食品等を表示）

レベル2（弁当持参）

レベル3（除去食対応）

レベル4（代替食・特別食対応）

食物アレルギーには対応していない

食物アレルギーの児童生徒はいない

29.4

11.8

23.5

29.4

5.9

0.0
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子どもの食物アレルギーの対応として行っていること

出典：『小学生の母親を対象とした「食物アレルギー」認識調査』
　　　ファイザー株式会社

調査時期 2012年9月10日、11日

調査方法 インターネットアンケート調査

調査対象 食物アレルギーと診断されている
小学1年生～小学6年生の子供を
もつ母親　824名
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N=824

食物アレルギー対応食
（アレルゲン除去食）

代替食

その他

特に何もしていない

弁当持参

抗ヒスタミン剤などの
常備薬の携帯

アドレナリン自己注射
（エピペン®）の携帯

小学校にアドレナリン自己注射
（エピペン®）を預けている

8.5

44.4

40.2

16.5

11.5

7.0

1.3

0.5

（%）

各学校における対応レベル（最も日常的な対応）

出典：『学校給食における食物アレルギーを有する児童生徒への対応調査結果速
報』平成25年（2013年）12月16日学校給食における食物アレルギー対応に関
する調査研究協力者会議資料

　　　文部科学省

調査時期 2013年

調査対象 全国の公立小学校413校、中学
校166校、合計579校
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学校生活で特定の食材を除去している児童生徒の割合

出典：『平成26年（2014年）山梨県アレルギー疾患に関する実態調査結果』
　　　山梨県教育委員会スポーツ健康課

特定の食材の除去の例 
学校給食を食べずに代替を持参している、学校給食で代替食・除去食を食べてい
る、給食 で牛乳・果物等特定の食材を飲食しない、自分で取り除いている、校
外行事の食事で代替・ 除去・食べないなどの対応をしている 等

調査時期 平成24年（2012年）9月
平成25年（2013年）11月
平成26年（2014年）11月

調査方法 山梨県教育委員会が市町村教育委
員会を通して調査票を各学校に依頼

調査対象 山梨県内公立小学校・中学校・全
日制高校・定時制高校・特別支援
学校の児童生徒
平成24年度 
　小学校44,796人、
　中学校23,939人、
　高等学校20,068人
平成25年度
　小学校43,701人、
　中学校23,304人、
　高等学校19,762人
平成26年度
　小学校42,546人、
　中学校22,989人、
　高等学校19,243人
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H24 H26H25

特別支援学校
H24 H26H25

アナフィラキシー等における緊急時の対応に関する取組

出典：『平成25年度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校用調査票を作成し、マークシ
ートにて回答を求め、郵送で回収
した

調査対象 全国の公立小学校（14,936）、中
学校（7,018）、高等学校（2,746）、
中等教育学校（25）
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ａ　主治医と連携して具体的な
取組を行っている

ｂ　学校医と連携して具体的な
取組を行っている

ｃ　消防機関と連携して具体的な
取組を行っている

ｅ　a ～ d 以外の取組を行っている

ｆ　特に取組を行っていない

ｄ　エピペン® を所持している
児童生徒の情報を

消防機関に提供している

小学校（N=14,936） 中学校（N=7,018） 高等学校（N=2,746） 中等教育学校（N=25）
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出典：『アレルギー疾患に関する調査研究報告書』
　　　アレルギー疾患に関する調査研究委員会 平成19（2007）年度3月

調査期間 平成16（2004）年12月～
平成17（2005）年2月

調査方法 各学校に調査票を配布

調査対象 全国の公立の小学校・中学校・高等
学校・中等教育学校　36,061校

「アナフィラキシー時の対応や連絡体制について、学校、保護者、
学校医や主治医等で共通理解を図っている」と回答した学校
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（N=10,091）

高等学校
（N=3,777）
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（N=36,061）

取組を行っている 現在、必要がないため行っていない
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出典：『アレルギー疾患に関する調査研究報告書』
　　　アレルギー疾患に関する調査研究委員会 平成19（2007）年度3月

調査期間 平成16（2004）年12月～
平成17（2005）年2月

調査方法 各学校に調査票を配布

調査対象 全国の公立の小学校・中学校・高等
学校・中等教育学校　36,061校

「アナフィラキシーのある児童生徒の周知やアナフィラキシー予防･アナフィラ
キシー時の対応について、教職員の共通理解を図っている」と回答した学校

0

20

40

60

80

100
（%）

小学校
（N=22,186）

中学校
（N=10,091）

高等学校
（N=3,777）

中等教育学校
（N=7）

全体
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取組を行っている 現在、必要がないため行っていない
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出典：『アレルギー疾患に関する調査研究報告書』
　　　アレルギー疾患に関する調査研究委員会 平成19（2007）年度3月

調査期間 平成16（2004）年12月～
平成17（2005）年2月

調査方法 各学校に調査票を配布

調査対象 全国の公立の小学校・中学校・高等
学校・中等教育学校　36,061校

「校外学習（日帰り）への参加の際、外出先の環境や食事、アナフィラ
キシー時の対応に配慮をしている」と回答した学校

0

20

40

60

80

100
（%）

小学校
（N=22,186）

中学校
（N=10,091）

高等学校
（N=3,777）

中等教育学校
（N=7）
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（N=36,061）

取組を行っている 現在、必要がないため行っていない
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出典：『アレルギー疾患に関する調査研究報告書』
　　　アレルギー疾患に関する調査研究委員会 平成19（2007）年度3月

調査期間 平成16（2004）年12月～
平成17（2005）年2月

調査方法 各学校に調査票を配布

調査対象 全国の公立の小学校・中学校・高等
学校・中等教育学校　36,061校

「修学旅行等の宿泊行事への参加の際、宿泊先の環境や食事、アナフィ
ラキシー時の対応等に配慮をしている」と回答した学校
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（N=7）
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（N=36,061）

取組を行っている 現在、必要がないため行っていない
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出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシー
トにて回答を求め、郵送法により
回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中学
校・高等学校・中等教育学校
本設問について全体で（回答
25,322校/配布33,893校）
小学校は（15,412校/20,677校）、
中学校は（7,199校/9,707校）
高等学校は（2,686校/3,481校）、
中等教育学校は（25校/28校）

アレルギー対応に関するガイドライン、マニュアル等に示されている
校内組織による取り組みはいつから行っていますか
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（%）

小学校
（N=13,535）

中学校
（N=5,961）

高等学校
（N=1,828）

中等教育学校
（N=20）

平成 24 年度以前 平成 25 年度 把握していない

74.9 18.5 6.6

69.4 20.0 10.6

65.4 15.3 19.3

70.0 15.0 15.0

アレルギー対応に関するガイドライン、マニュアルの活用

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法
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平成25（2013）年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
本設問について全体で（回答25,322校/配布33,893校）
小学校は（15,412校/20,677校）、中学校は（7,199校/9,707校）
高等学校は（2,686校/3,481校）、中等教育学校は（25校/28校）

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

（％）

a　主に日本学校保健会（文部科学省監修）
「学校のアレルギー疾患に対する

取り組みガイドライン」で対応

b　主に県・指定都市独自の
ガイドライン・マニュアル等で対応

c　主に市区町村独自の
ガイドライン・マニュアル等で対応

d　主に学校独自の
ガイドライン・マニュアル等で対応

e　特にガイドライン等は活用していない

f　わからない、把握していない

小学校
（N=15,192）

中学校
（N=7,131）

高等学校
（N=2,768）

中等教育学校
（N=23）
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出典：『平成25年（2013年） 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25年（2013年）9月24日～
10月25日

調査方法 調査票を作成し、マークシートにて
回答を求め、郵送法により回収

調査対象 教育委員会調査・全国の都道府県
教育委員会47件に送付、46件が
回答
全国の市区町村教育委員会1,741
件に送付、1,330件が回答

国（文部科学省）において、どのような取組が必要と思いますか。
上位3回答の得点　（1位×3点、2位×2点、3位×1点）

0 500 1000 1,500 2,000
（得点）

ａ　管理職を対象とした研修会の充実

ｂ　養護教諭等の担当者を対象とした
研修会の充実

ｃ　食物アレルギー・
アナフィラキシー対応についての
リーフレット等、参考資料の充実

ｅ　これまでの経過をみるために、
腎臓・心臓疾患手帳等のような

アレルギー疾患手帳の作成

ｆ　エピペン®トレーナー（練習用）の
確保

ｄ　校内研修用のDVD
（アレルギー専門医の講義や
エピペン®の打ち方等を収録）

等の視覚教材の作成

都道府県教育委員会（N=46） 市区町村教育委員会（N=1,330）
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学校や市区町村において、どのような取組が必要と思いますか

出典：『平成25年（2013年） 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25年（2013年）9月24日～
10月25日

調査方法 調査票を作成し、マークシートにて
回答を求め、郵送法により回収

調査対象 教育委員会調査・全国の都道府県
教育委員会47件に送付、46件が
回答
全国の市区町村教育委員会1,741
件に送付、1,330件が回答

0 500 1,000 1,500
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17
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9

4

1,223

588

225

853

235

412

449

1,521

1,477

（得点）

ａ　エピペン ® 取扱い
実技研修

ｂ　定期的な校内研修

ｃ　県・市町村教育委員会
主催の研修

ｅ　実践的な
マニュアルの作成

ｆ　医療機関との連携

ｇ　消防機関との連携

ｈ　市区町村内の
対応の統一

ｉ　都道府県内の対応の統一

ｄ　アレルギー疾患に関する
委員会の設置

都道府県教育委員会（N=46） 市区町村教育委員会（N=1,330）
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出典：『平成25年（2013年） 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
　　　公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25年（2013年）9月24日～
10月25日

調査方法 調査票を作成し、マークシートにて
回答を求め、郵送法により回収

調査対象 教育委員会調査・全国の都道府県
教育委員会47件に送付、46件が
回答
全国の市区町村教育委員会1,741
件に送付、1,330件が回答

学校におけるアレルギー疾患への対応に関する
教育委員会の取組・協議会や研修会等

0 20 40 60 80 100
（％）

ａ　医師会又はアレルギー専門医等と
アレルギー対策について協議している

ｂ　消防機関やその担当部局と緊急時の
対応について協議している

ｃ　教育委員会主催でアレルギー疾患に関する
研修会を定期的に開催している・開催する予定

ｅ　各学校・市区町村教育委員会に対して、
アレルギー疾患に関する研修を
継続的に行うよう指導している

ｆ　各学校・市区町村教育委員会に対して、
アレルギー疾患に関する委員会を

設置するよう指導している

ｇ　学校におけるアレルギー対応については、
統一した方針は示しておらず、

各学校・市区町村教育委員会の判断に委ねている

ｄ　教育委員会主催でエピペン® 実習に関する
研修会を定期的に開催している・開催する予定

都道府県教育委員会（N=46） 市区町村教育委員会（N=1,330）

17.3

17.4
18.7

47.8

73.9

63.0
30.8

15.2
10.3

13.0
45.9

22.3

25.1
82.6

学校側が学校医にどの様な依頼をしているか（小学校）

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
小学校は20,677校に送付、本設
問に回答のあった15,390校

0 20 40 60 80 100
（％）

ａ　定期の健康診断に関すること

ｂ　学校での心臓検診・尿検査に
関すること

ｃ　食物アレルギーを有する
児童生徒への対応に関すること

ｅ　心肺蘇生法・AED 等の教育・研修に
関すること

ｆ　児童生徒の個別の疾患に関すること

ｇ　学校医にはあまり頼っていない

ｄ　a ～ c 以外で、学校での保健管理に
関すること

N=15,390

96.6

44.2

33.8

58.4

3.5

46.7

1.9
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学校側が学校医にどの様な依頼をしているか（中学校）

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
中学校は9,707校に送付、本設
問に回答のあった7,226校

0 20 40 60 80 100
（％）

ａ　定期の健康診断に関すること

ｂ　学校での心臓検診・尿検査に
関すること

ｃ　食物アレルギーを有する
児童生徒への対応に関すること

ｅ　心肺蘇生法・AED 等の教育・研修に
関すること

ｆ　児童生徒の個別の疾患に関すること

ｇ　学校医にはあまり頼っていない

ｄ　a ～ c 以外で、学校での保健管理に
関すること

N=7,226

96.5

45.9

26.9

55.2

3.5

45.9

2.6

学校側が学校医にどの様な依頼をしているか（高等学校）

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
高等学校は3,481校に送付、本
設問に回答のあった2,789校

0 20 40 60 80 100
（％）

N=2,789

98.0

61.4

33.5

62.6

4.8

65.6

2.0

ａ　定期の健康診断に関すること

ｂ　学校での心臓検診・尿検査に
関すること

ｃ　食物アレルギーを有する
児童生徒への対応に関すること

ｅ　心肺蘇生法・AED 等の教育・研修に
関すること

ｆ　児童生徒の個別の疾患に関すること

ｇ　学校医にはあまり頼っていない

ｄ　a ～ c 以外で、学校での保健管理に
関すること

3章　学校

3
章

41



学校側が学校医にどの様な依頼をしているか（中等教育学校）

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25（2013）年9月24日～
10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
中等教育学校は28校に送付、本
設問に回答のあった25校

0 20 40 60 80 100
（％）
N=25

96.0

52.0

28.0

64.0

8.0

60.0

4.0

ａ　定期の健康診断に関すること

ｂ　学校での心臓検診・尿検査に
関すること

ｃ　食物アレルギーを有する
児童生徒への対応に関すること

ｅ　心肺蘇生法・AED 等の教育・研修に
関すること

ｆ　児童生徒の個別の疾患に関すること

ｇ　学校医にはあまり頼っていない

ｄ　a ～ c 以外で、学校での保健管理に
関すること

学校側が学校医にどの様な依頼をしているか・全体

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25年9月24日～10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
本設問について全体で（回答
25,430校/配布33,893校）
小学校は（15,390校/20,677校）、
中学校は（7,226校/9,707校）
高等学校は（2,789校/3,481校）、
中等教育学校は（25校/28校）

0 20 40 60 80 100
（％）

ａ　定期の健康診断に関すること

ｂ　学校での心臓検診・尿検査に
関すること

ｃ　食物アレルギーを有する
児童生徒への対応に関すること

ｅ　心肺蘇生法・AED 等の教育・研修に
関すること

ｆ　児童生徒の個別の疾患に関すること

ｇ　学校医にはあまり頼っていない

ｄ　a ～ c 以外で、学校での保健管理に
関すること

N=25,430
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46.6

31.8
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3.6
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学校でのエピペン® の保管について

出典：『平成25年（2013年）度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書』
公益財団法人 日本学校保健会

調査時期 平成25年9月24日～10月25日

調査方法 学校調査票を作成し、マークシート
にて回答を求め、郵送法により回収

調査対象 学校調査・全国の公立小学校・中
学校・高等学校・中等教育学校
本設問について全体で（回答
22,743校/配布33,893校）
小学校は（13,708校/20,677校）、
中学校は（6,447校/9,707校）
高等学校は（2,564校/3,481校）、
中等教育学校は（24校/28校）
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ａ　エピペン® は学校で一括して
保管し、保管場所は全ての
教職員間で共有されている

ｂ　エピペン® は学校で一括して
保管しているが、保管場所は

担任や養護教諭など、
一部の教職員しか共有していない

ｃ　エピペン® は本人が保管しており、
保管場所については、全ての
教職員間で共有されている

ｅ　エピペン® の保管については
各人に任されており、学校として統

一の対応はしていない

ｆ　わからない、把握していない

ｄ　エピペン® は本人が保管しており、
保管場所については、
担任や養護教諭など、

一部の教職員しか共有していない

小学校
（N=13,708）

中学校
（N=6,447）

高等学校
（N=2,564）

中等教育学校
（N=24）
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食物アレルギーについて、特別に配慮や指導を行っている事項　
小学校

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 20 40 60 80 100

平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
全体で（回答25,512校/配布33,893校）
小学校は20,677校に送付、そのうち本設問に回答した14,254校

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

N=14,254

（％）

a 管理指導表の提出を必須とし、管理指導表に基づい
て対応

b 管理指導表又はその他の医師の診断書の提出を必須
とし、それらに基づいて対応

c 保護者の申し出に基づいて対応（管理指導表やその他
の医師の診断書は求めない）

d 食物アレルギー対応委員会を設置している

e 校外学習（日帰り）への参加の際、外出先の食事、症
状誘発時の対応等に配慮している

f 修学旅行等の宿泊行事への参加の際、外出先の食事、
症状誘発時の対応等に配慮している

g 調理実習等を行う際に使用する食材、症状誘発時の
対応等に配慮している

h 症状誘発時等の対応や連絡体制について、学校、保
護者、学校医や主治医等で共通理解を図っている

i 食物アレルギーのある児童生徒の周知や症状誘発予防・
誘発時の対応について、教職員の共通理解を図っている

j 他の児童生徒に対して、食物アレルギー予防のための配慮（除
去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

k 児童生徒本人に対して、食物アレルギー予防のための配慮（除
去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

l 特に取組はない

34.9

38.2

50.9

20.4

72.4
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63.7
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食物アレルギーについて、特別に配慮や指導を行っている事項　
中学校

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 20 40 60 80 100

平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
中学校は9,707校に送付、そのうち本設問に回答した6,970校

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

N=6,970

（％）

a 管理指導表の提出を必須とし、管理指導表に基づい
て対応

b 管理指導表又はその他の医師の診断書の提出を必須
とし、それらに基づいて対応

c 保護者の申し出に基づいて対応（管理指導表やその他
の医師の診断書は求めない）

d 食物アレルギー対応委員会を設置している

e 校外学習（日帰り）への参加の際、外出先の食事、症
状誘発時の対応等に配慮している

f 修学旅行等の宿泊行事への参加の際、外出先の食事、
症状誘発時の対応等に配慮している

g 調理実習等を行う際に使用する食材、症状誘発時の
対応等に配慮している

h 症状誘発時等の対応や連絡体制について、学校、保
護者、学校医や主治医等で共通理解を図っている

i 食物アレルギーのある児童生徒の周知や症状誘発予防・
誘発時の対応について、教職員の共通理解を図っている

j 他の児童生徒に対して、食物アレルギー予防のための配慮（除
去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

k 児童生徒本人に対して、食物アレルギー予防のための配慮（除
去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

l 特に取組はない

24.5

26.5

65.1

11.4

72.0

91.9

69.0

49.5

73.8

39.8

53.2

2.1

3章　学校

3
章

45



食物アレルギーについて、特別に配慮や指導を行っている事項　
高等学校

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 20 40 60 80 100

平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
高等学校は3,481校に送付、そのうち本設問に回答した2,732校

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

N=2,732

（％）

a 管理指導表の提出を必須とし、管理指導表に基づい
て対応

b 管理指導表又はその他の医師の診断書の提出を必須
とし、それらに基づいて対応

c 保護者の申し出に基づいて対応（管理指導表やその他
の医師の診断書は求めない）

d 食物アレルギー対応委員会を設置している

e 校外学習（日帰り）への参加の際、外出先の食事、症
状誘発時の対応等に配慮している

f 修学旅行等の宿泊行事への参加の際、外出先の食事、
症状誘発時の対応等に配慮している

g 調理実習等を行う際に使用する食材、症状誘発時の
対応等に配慮している

h 症状誘発時等の対応や連絡体制について、学校、保
護者、学校医や主治医等で共通理解を図っている

i 食物アレルギーのある児童生徒の周知や症状誘発予防・
誘発時の対応について、教職員の共通理解を図っている

j 他の児童生徒に対して、食物アレルギー予防のための配慮 
（除去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

k 児童生徒本人に対して、食物アレルギー予防のための配慮（除
去食や代替食など）についての理解のための指導をしている

l 特に取組はない
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アナフィラキシーについて特別に配慮や指導を行っている事項・全体

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

N=24,556

（％）

a 管理指導表の提出を必須とし、管理指導表に基づいて対応

b 管理指導表又はその他の医師の診断書の提出を必須とし、それらに
基づいて対応

c 保護者の申し出に基づいて対応（管理指導表やその他の医師の診断
書は求めない）

d 学校給食について（除去や代替食などを）配慮している

e 校外学習（日帰り）への参加の際、外出先の環境や食事、アナフィラ
キシー時の対応等に配慮している

f 修学旅行等の宿泊行事への参加の際、宿泊先の環境や食事、アナフィ
ラキシー時の対応等に配慮している

g 学校への持参薬（エピペン®を含む）の確認をしている

h 薬（エピペン®を含む）の保管場所を提供、又は、教職員の共通認識
の下で本人が保管している

i アナフィラキシー時の対応や連絡体制について、学校、保護者、学校
医や主治医等で共通理解を図っている

j 学校、保護者、学校医や主治医、消防署と共通理解を図るためにアナ
フィラキシーの緊急対応や連絡体制の流れの図を作成し共有している

k アナフィラキシーのある児童生徒の周知やアナフィラキシー予防・アナ
フィラキシー時の対応について、教職員の共通理解を図っている

l 他の児童生徒に対して、アナフィラキシー予防のための配慮（除去食や代替食、原因物
質の回避、昼食後の激しい運動を避けるなど）についての理解のための指導をしている

m 児童生徒に対して回避（昼食後の激しい運動を避けるなど）について
の理解のための指導をしている

n 特に取組はない
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都道府県別　アレルギー疾患有病率　
食物アレルギー・アナフィラキシー・エピペン®保持者（小学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会

調査時期

調査対象

調査方法

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

全
体

沖
縄
県

鹿
児
島
県

　

宮
崎
県

大
分
県

熊
本
県

長
崎
県

佐
賀
県

福
岡
県

高
知
県

愛
媛
県

香
川
県

徳
島
県

山
口
県

広
島
県

岡
山
県

島
根
県

鳥
取
県

和
歌
山
県

奈
良
県

兵
庫
県

大
阪
府

京
都
府

滋
賀
県

三
重
県

愛
知
県

静
岡
県

岐
阜
県

長
野
県

山
梨
県

福
井
県

石
川
県

富
山
県

新
潟
県

神
奈
川
県

東
京
都

千
葉
県

埼
玉
県

群
馬
県

栃
木
県

茨
城
県

福
島
県

山
形
県

秋
田
県

宮
城
県

岩
手
県

青
森
県

北
海
道

平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校全体で（回
答25,512校/配布33,893校）
小学校は（15,434校/20,677校）、中学校は（7,260校/9,707校）
高等学校は（2,793校/3,481校）、中等教育学校は（25校/28校）

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

（％）

食物アレルギー アナフィラキシー エピペン®保持者

N=15,434
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都道府県別　アレルギー疾患有病率　
食物アレルギー・アナフィラキシー・エピペン®保持者（中学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会
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平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校全体で（回
答25,512校/配布33,893校）
小学校は（15,434校/20,677校）、中学校は（7,260校/9,707校）
高等学校は（2,793校/3,481校）、中等教育学校は（25校/28校）

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

（％）

食物アレルギー アナフィラキシー エピペン®保持者

N=7,260
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都道府県別　アレルギー疾患有病率　
食物アレルギー・アナフィラキシー・エピペン®保持者（高等学校）

出典：『平成25年（2013年）度　学校生活における
健康管理に関する調査　事業報告書』
公益財団法人　日本学校保健会
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平成25年9月24日～10月25日

学校調査・全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
全体で（回答25,512校/配布33,893校）
小学校は（15,434校/20,677校）、中学校は（7,260校/9,707校）
高等学校は（2,793校/3,481校）、中等教育学校は（25校/28校）

学校調査票を作成し、マークシートにて回答を求め、郵送法により回収

（％）

食物アレルギー アナフィラキシー エピペン®保持者

N=2,793
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